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巻頭言 

医療と介護の連携と社会福祉士への期待               

北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 

介護運営グループ 主査 佐藤 弘枝 

○ 地域包括ケアにおける論点整理  

社会保障審議会の検討結果を受け、平成24年度から始まる第５期介護保険事業計画の計画期間以降を展望

し、平成20年に国に設置された「地域包括ケア研究会」はこれまでに、平成22年3月、平成25年3月の2
回、報告書を出しています。平成22年度の報告書は、第５期介護保険事業計画・平成24年度の介護報酬改定

に大きく影響し、「医療と介護の一体的なサービス提供」のあり方として、「複合型サービス」と「定期巡回

随時対応型訪問介護看護」が地域密着型サービスに新設されたほか、居宅支援事業所と医療機関の連携に対す

る介護報酬上の評価として、医療連携加算や緊急時等居宅カ

ンファレンス加算が認められるようになりました。 
平成25年度の報告書では、今後の方向性が更に詳細に提

言され、地域包括ケアの5つの構成要素の関係図が、従来の

「5つの輪の重なり」から、住まいを鉢、生活支援サービス

を土とし、その上に医療・介護・予防の3枚の若葉が芽吹く、

「植木鉢の図」へと、5つのそれぞれの要素の位置関係がよ

り明確に整理されました(図1)。 
 また、地域包括ケアのシステムの前提条件として「本人・家族の選択と心構え」が植木鉢を支える受け皿と

して、示されましたが、このことは、住民自身が、どこで、どんなふうに生活し、そしてどこでどう最期の時

を過ごすのか、という意思決定が、今後ますます求められる、ということだと考えられます。医療と介護の連

携についても、この報告書において目指すべき方向性について、「リンケージ(連絡)」のレベルから、「定期

的な情報共有を行うコーディネーション」のレベルへ、更に「情報の一元化であるインテグレーション」のレ

ベルを目指す、と、より具体的な提言がなされています(図2)。  
〇 道の取り組み「医療連携推進事業」について 
 道では平成24年度からの3年間、道単独の補助金交

付事業である「医療連携推進事業」を実施しています。 
補助の対象となるのは、事業の実施主体は、必要な医

療・介護サービスを継続・一体的に受け入れられるよう、

様々な検討等を行う団体のうち、管轄する保健所長の推

薦を受け、保健所が所管する保健医療福祉圏域連携推進

会議によって承認を受けた団体としました。同一の団体

が3年間補助を受けて行うこの事業により、今年度まで

に20圏域で21団体が、連携のための地域ルール等作成

に向けた検討会や、地域の関係者谷住民を対象とした研

修会を開催するなど、顔の見える関係づくりや連携を推進するための体制整備に向け、様々な取り組みを実施

しているところです(図3)。現在,国においては、前述の地域包括ケア研究会の報告を受け、社会保障審議会介
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護保険部会にて、在宅医療と介護の連携拠点機能を、新たな地域支援事業として市町村に位置づけるという法

改正に向け進んでいるところからも、各団体においては、今後、市町村や地域包括支援センターの計画とリン

クしながら、連携推進の担い手として、役割を期待されていくものと考えられます。 
○ 社会福祉士への期待 
 先に「地域包括ケアのシステムの前提条件とし

て『本人・家族の選択と心構え』が必要」と述べ

ましたが、地域には様々な理由により選択の自由

がなく、また相談できる家族もいない、社会的に

孤立・排除されている、更に深刻な疾患や障害を

抱えている、といったいわゆる困難ケースが少な

からず存在します。地域包括ケアシステムの構築

に向け、多くの福祉課題を抱えた方へのアウトリ

ーチや、どのような生活の場であっても尊厳を持

った自立生活を営むこと ができるよう、関係する

様々な専門職や事業者、ボランティア等との連携、

更に個別ケースの関わりを通じ、地域の福祉課題

を把握して施策につなげる役割など、社会福祉士

に期待される役割は、今後ますます高まっていく

と考えられます。 
 

 
 

施設従事者対象「高齢者虐待対応」研修開催報告             
担当理事：髙橋 通江 

 10月5日(土)、札幌市社会福祉総合センターで施設従事者対象「高齢者虐待防止」研修会を開催したところ、

管理者・相談員の方々、56名にご参加いただきました。今回は、受講者の方から感想をいただきましたので、

ご紹介いたします。 
在宅における虐待が叫ばれる中で施設内の虐待は一歩遅れていると考えていました。そんな折に行われた今

回の研修、すぐに参加申し込みを行いました。在宅における虐待対応の流れでは、基礎的な説明を解りやすく

話をしてもらいました。次に養介護施設の虐待の研修報告で驚いたのが施設内の虐待の相談、通報件数が全国

では平成23年に687件もあり、そのうち151件が虐待として認められ、北海道でも6件が虐待として認めら

れているそうです。虐待の通報者は当該施設職員、元職員合わせて45.2％と約半数近くになります。 
施設と言う閉鎖的な場所での虐待は悲惨さを感じます。やっと入居した場所で虐待が行われるのです。次に

事例検討となりましたが、グループメンバーが自分の勤務場所と同じ様に分けてあり、意見交換がしやすく、

介護職員の方も多くいろいろな考えを聞くことができ非常に参考になりました。事例を進めていき、施設内虐

待は職員が悪意なく行う言動の中に起きることと知り、恐ろしささえ感じました。虐待が起きた時の対応も重

要であるが、不適切なケアを発生させない様に専門職として「質の高いケアを目指す事ができる施設作り」が

重要であると感じた1日でした。（受講者より） 
 

2013年度社会福祉士全国統一模擬試験 

 10月5日、社会福祉士全国統一模擬試験を道南地区支部でも開催しました。道南地区では初めての取り組み

ということで、どのくらいの人数に集まってもらえるのか不安でしたが、14名の申し込みがあり、（当日は2
名欠席）12名の方に受験して頂きました。湯淺支部長の挨拶のあとに試験を開始。受験者の真剣さに、会場は

当日さながらの緊張感に包まれておりました。試験終了後には、道南の会員の合格体験談をまとめた虎の巻「社

会福祉士への道 あと3ヶ月！！私たちのやった事～受験生へのメッセージ～」を配付し、会員から受験生へ

一言ずつメッセージを送り終了となりました。この取り組みが、会員増の一助になることを願っております。 
道南地区支部 木田 

【参考】札幌会場 57名 釧路会場 8名 自宅 18名 団体受験 62名が受講 

図3
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■ 地区支部活動報告 
 
  ● 道央地区支部 

 
11月13日（水）に小樽市の（旧）岡川薬局のCafé 

Whiteにて第2回目のCafé de CSWを開催しました。

荒天及び平日ということもあり参加者は少なかったで

すが、各々Caféのメニューを注文し、それを飲食し

ながら普段支部長がどのような会活動を行なっている

のかを報告、その後に年度末に行なわれる後志ブロッ

クで開催の共通基盤研修（地域支援）についてどのよ

うな研修を目指すかの方向性を確認しました。 
11月30日（土）滝川市まちづくりセンターみんく

るで、共通基盤研修（生活構造）を開催いたしました。

若年性認知症やBPSDのある方を長年介護しているご

家族に、その体験や苦悩を語っていただいた後、ＮＰ

Ｏ法人ノーマライゼーションセンターにょきにょき管

理者木村晃子氏から、「社会システムと家族システム

を考える」と題し、講演いただきました。 
少人数の参加でしたが、生活を構造化して捉える内

容の濃い研修になりました。 
12月3日（火）には札幌において道央地区支部の幹

事会が開催され、来年度の予算に関することが話し合

われました。内容は大筋、今年度の総会で皆様にお示

しをした中期計画を筋としたもので役員の合意となり

ました。 
 
  ● オホーツク地区支部 
 
9月28日（土）北見市端野町公民館グリーンホール

にて、オホーツク社会福祉セミナーを開催しました。

「人を語らずして介護を語るな～誰かの赤い花になる

ために～」をテーマに、社会福祉法人登別千寿会特別

養護老人ホーム緑風園 菊地雅洋総合施設長よりご講

演頂き、122 名の参加者と学びを深める事が出来まし

た。10月19日（土）基礎研修Ⅰ（前期）を開催し、

5 名の方が参加されました。新生涯研修制度について

の質問もあり、新制度の仕組みや認定社会福祉士制度

について、また登録申請可能な研修とはどういった内

容なのかなどについて質問が出されていました。 
11月9日（土）北見市総合福祉会館にて第3回権利

擁護学習会を開催しました。ぱあとなあ登録会員4名

からの事例報告（後見辞任申請、財産処分と借金返済、

施設入所手続き、死後の整理など）と、実務の中 
での疑問や悩みについてやりとりを交えながら、社会

福祉士と後見実務のあり方について学習しました。 

12月7日（土） 北見市総合福祉会館にて会員学習

会、地区支部全体会を行いました。 
平成26年1月中旬には札幌弁護士会 水沼功先生を

講師としてお招きし、地域包括支援センター及び市町

村の方を対象に「高齢者虐待防止法と市町村の責務に

ついて」をテーマに高齢者虐待対応ソーシャルワーク

研修を予定しています。         （原田） 
                       

  ● 十勝地区支部   
 
生活困窮者の基本的人権と福祉を考える 

～権利擁護セミナー～ 
11月9日、「権利擁護セミナー」を帯広市グリーン

プラザで、会員など38名の方が参加し開催しました。

今回は、憲法の改正議論など基本的人権が非常に危う

くなってきている昨今、「生活困窮」というキーワー

ドから社会福祉士が護るべき「権利」について行いま

した。 
実践報告として、帯広市保健福祉部保護課自立支援

相談員の坂村堅二さんから「生活困窮世帯及び子ども

達への支援の現場から見えてくるもの」と題し、自立

支援プログラムで関わる子ども達の現状から、家庭環

境に問題

を抱える

子ども達

はおのず

と学力低

下は免れ

ず、学校

生活での

排除や自

己評価・価値感も低く、その中で私ができる事は、寄

り添い子ども達に好きな事を続けるよう、好きな事を

行える機会を与えたいと報告されました。 
講演では首都大学東京都市教養学部教授の岡部卓さ

んから「基本的人権と生活困窮者の福祉」と題し、貧

困・低所得者の動向と社会福祉・社会福祉士の役割に

ついて講演いただきました。貧困により人とのつなが
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りが希薄化し、金銭や就労の場を与えるだけでは貧困

は解消されず、使いこなす能力が欠如している場合が

多く支援が必要。国の制度や動向が変化する中、人び

との幸せの追求を側面から支援し、生きる権利が人び

との状況によって侵害されないよう、困難な時こそ社

会福祉が取り組まなければならない。生活困窮者自立

支援法（案）が制定され、総合相談窓口での社会福祉

士の活躍を大いに期待していると話されました。 
（河瀬 貴） 

  ● 釧根地区支部  
 
釧根地区支部では、11月9日にNPO法人日本虐待

防止研究・研修センター 開設準備室長 梶川義人氏

をお招きし「虐待防止プロジェクト2013」を開催いた

しました。現在、梶川氏は高齢、障害、児童、配偶者

（DV）の虐待を総合的に支援できるセンターを立ち上

げ準備をしている多忙な中、来釧していただきました。

定員150名でしたが、最終参加者は152名となりまし

た。（予想以上の申し込みがあり、お断りをした方も

多数出てしまいました。） 
 今回は、講演と演習（事例検討）の2部構成で実施

を行いました。講演は「虐待が起こる要因と対応につ

いて」について、虐待が起こる構造等をわかりやすく

お話をしていただきました。 
後半の演習（事例検討会）では、インシデントプロ

セス法を用いて会場の150名と一緒に事例全体を把握

し、整理しながら

進められました。 
この事例検討は、

事前準備が不要で、

事例提供者が頭で

把握している情報

を参加者全員でホ

ワイトボードを活

用し、整理していくことで解決策を検討でき有意義な

時間となりました。 
事前資料がないことで、事例提供者の負担が少なく、

みんなが前を向いて積極的に取り組むことで、事例を

把握できる手法でした。今後、釧根地区支部では12
月に役員会、12月7日に道東ソーシャルワーク研究会

（PMCラボ）、12月17日定例学習会＆地区支部運

営意見交換会を実施します。 
 

  ● 日胆地区支部  
 
去る 10 月 4 日（金）安平町にて日胆地区支部独自

事業：地域での学習会「福祉・寺子屋事業」を開催し

ました。講師には小樽・北しりべし成年後見センター

主任相談員高田とも子氏をお招きし、「成年後見活動

の実践から制度の理解を深めよう」をテーマに講演い

ただきました。講演では後見活動の実践事例から、制

度利用に至る経緯を通して後見活動の実務について具

体的内容に触れて頂き、非常にわかり易く説明いただ

きました。また、後見制度の利用支援をしていく中で、

制度利用が

本人にとっ

て妥当であ

るかどうか

迷いながら

関わった事

例からは、

関係者で十

分な検討を

重ねながら当事者理解の必要性と、その難しさを感じ

たとの報告もあり、制度利用を有効なものとするには、

経過を観ながら様々な観点から検証する必要があるこ

とを述べられました。今後も管内各地で成年後見制度

の利用の在り方や実践活動について学習する機会が必

要であると感じました。 
 
  ● 道北地区支部                
 
◎ 活動報告 
○2013年度道北地区支部秋季セミナー 

及び第2回支部全体会 
11月2日(土)、天塩町保健ふれあいセンターにおい

て、秋季市民（町民）公開セミナー及び道北社会福祉

士会秋季セミナ

ー、第2回支部

全体会を開催い

たしました。道

北地区支部では

秋季セミナーを

上川中部ブロッ

ク以外の4ブロ

ック持ち回りで

実施しておりますが、今回、留萌管内では初となる天

塩町での開催となり、会員、関係機関、一般町民あわ

せて計55名と、予想を上回る多くの方に参加いただ

きました。 
秋季市民（町民）公開セミナーは、「高齢者・障害

者に対する経済的虐待の実態と権利擁護」をテーマに、

「町民公開セミナーin天塩」と題し天塩町との共催と

し「天塩町介護予防講演会」としても実施しました。

（公社）成年後見センター・リーガルサポート旭川支

部会員の司法書士である丹羽ひとみ・岸本小百合両氏
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に、まず、高齢者・障害者に対する経済的虐待の事例

や、経済的虐待からの権利擁護とその対応策について

のご説明をいただきました。その後、6名ずつのグル

ープに分かれ、提示された事例についてブレインスト

ーミングの手法を用いてグループワークを行いました。

各グループには会員と一般の方が混ざるように構成し、

最初のうちは静かでしたが徐々にうち解け、各グルー

プの議論も活発に行われました。当初、グループワー

クではグループで議論するのみとする予定でしたが、

最後に発表をしたいというグループも出てきたため、

2グループが事例検討の結果を発表し周囲の共感を得

ていました。講師の方には、大変分かりやすいご講演

をいただき、またグループワークでは、普段の研修で

はなかなか一緒にならない方々とのワークを行うこと

ができ、参加者から好評でした。 
市民公開セミナーに引き続き実施した会員向けの道

北社会福祉士会秋季セミナーでは、「過疎地域におけ

る福祉サービスの現状と課題」と題して地区支部の幹

事で天塩町特別養護老人ホーム恵愛荘の来田寛氏に、

天塩町を例とした過疎地域での生活や介護・福祉サー

ビスの現状の解説、また抱える課題等についてご説明

いただきました。 
秋季セミナー終了

後、2013年度第2
回支部全体会が開催

され、馬場支部長の

挨拶に続き、議場か

ら石田和人会員を議

長に選出し議事に入

りました。議長の進行により、資格審査の結果136名

（議場出席26名、代理人36名、書面票決74名）の

会員の出席により支部全体会の成立が確認されました。

引き続き議事として、報告事項1 2013年度補正予算

の提出予定について、第1号議案 2014年度の地区

支部実施事業の方向性について、第2号議案 地区支

部役員の次期改選時における選出方法について、それ

ぞれ事務局より説明を行い、議場からは特に質疑・意

見等なく、採決の結果議事は賛成多数により承認され

ました。皆様のご協力により、滞りなく支部全体会を

終了することができました。この場を借りまして厚く

御礼申し上げます。 
 
※ 道北地区支部 公式ウェブサイトにも各種情報を

掲載いたしますので、ご覧ください。

http://www.douhoku-csw.org/ 
文：道北地区支部 小笠原（広報担当） 

 

  ● 道南地区支部 
 
道南地区支部では前年度より研修部が発足し、支部

研修の企画等を担っています。今年度、研修部では支

部総会（全体会）前に年度計画を作成しました。 
はじめに研修部では研修を企画するにあたり、研修

会の目的について検討しました。①「社会福祉士会本

来の広い領域を網羅し、会員が他領域を知る機会をつ

くる」。②研修参加を通じて会員間だけではなく関係

機関等との情報交換等を行ないながら、ネットワーク

をつくる。③地域の問題へ目を向け、研修を通じ、地

域の課題を把握・共有し課題解決に貢献できるような

研鑽を行う。というものです。 
併せて「魅力ある研修を企画し、多くの会員の参加

を実現する」という難しい課題も出されました。さら

に、研修の公益性を考え参加対象を会員へ限定せず、

内容によっては広く呼びかけを行なっていく方向も確 
認しました。 
このような検討を経て道南地区支部では今年度、定

例学習会のテーマを高齢者、障がい者、医療、子ども、

貧困とし5回開催（奇数月）、社会福祉士セミナーを

１回開催する事となりました。他にも成年後見部会に

て成年後見事例検討会（偶数月）を全6回開催する事

となっています。これまでに、定例学習会を3回開催

（成年後見事例検討会は4回）し参加者も少しずつで

すが増加傾向にあり、新規の参加会員の顔も見られて

います。 
当初掲げた目的は大きなものですが、少しずつ確実

に歩んでいると思います。今後も研修部では社会福祉

士会という職能団体における研修とは何かを、研修部

をはじめとして支部全体で考え行きたいと思います。 
道南地区支部事務局 西元 臣二 

 

 
12月4日 成年後見事例検討会： 

サンリフレ函館 18：00 
1月17日 定例学習会：函館青年センター 19：00 
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―今後の生活困難者支援委員会活動について― 

担当理事 湯淺 弥 
 

11月2日に第2回生活困難者支援委員会を開催し、改めて本委員会の活動目的について確認し、今後の具体

的活動について話し合いました。委員会では活動を「生活困難者を生活保護受給者並びにその対象者としての

み定義せず、幅広く捉えながら、それらに対する「新しい支援体制」について、検討・協議しその提言をして

行く」ことを会の活動目的として確認しました。 
具体的には、26年3月2日（日）に「生活困窮者自立支援法案、国民会議、成長戦略からみた今後の社会保

障政策の動向」（仮称案）とするシンポジウムを開催すること、来年7月ソーシャルワーカーディに合わせて

「福祉なんでも相談会（仮称）」を全道各支部一斉開催すること、生活困難者に関する情報を委員会のML等
で確認共有すること等をこれまでの生活再建サポート事業に加え展開することとしました。 
新たな生活困難者支援委員会の委員と共に活動を創りあげて行く予定です。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
― 会員の動向（ 10月31日現在 ） ― 

〇総会員数  1,762名（男性：934名 女性：828名） 
〇入会率    23.65% 
〇新入会員数（転入含） 112名（累計） 
〇退会員数（転出含）    4名（累計） 

1
月 

第10回正副会長会議 上旬 シーズネット会議室 

成年後見人養成研修（後半） 11.12 札幌市社会福祉総合センター 

実習指導者フォローアップ研修② 18 
学校法人 西野学園  
札幌医学技術福祉歯科専門学校2階 

第４回理事会（事業計画・予算案） 25 シーズネット会議室 

2
月 

第11回正副会長会議 上旬 シーズネット会議室 

日本社会福祉士会理事会（第4回） 8 日本社会福祉士会事務局 

かわら版42号発行 10  

公益社団法人 北海道社会福祉士会 

〒001-0010 
札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2階 

TEL  011-717-6886  FAX  011-717-6887 
（月～金）9:30～12:00/13:00～16:30 

E-mail：info@hokkaido-csw.or.jp 
URL：http://www.hokkaido-csw.or.jp/ 

1・2月のスケジュール 

＜事務局からのおしらせ＞ 
今年1年大変お世話になりました。 
12月28日（土）～1月5日（日）まで年末年始のお休みとさせていただきます。 
なお1月6日（月）より正常業務を行いますので、よろしくお願いいたします。 
 


